
証拠物件取扱保管要領の制定について

（平成 11年 10月 26日、捜一発第 1159号等）

【概要】

犯罪捜査に関して押収した証拠物件を適正に保管するため、証拠物件の取扱

要領、管理体制等について定めたものである。


